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＜学生への指導内容＞ 

Ⅰ．6 月 5 日に大学より学生に配信された「新型コロナウイルス感染拡大防止の下での対面授業実

施・対策について」（資料１）を再度確認し、守ること。 

 

Ⅱ．厚生労働省が 5 月 4 日に公表した「新しい生活様式」（資料２）にある（１）～（３）の実践

を徹底すること。 

 

Ⅲ．実習の 1 ヶ月前からは、以下の事項について特に留意すること。 

１ 実習開始１ヶ月前から（今後の状況により、変更が生じる場合がある） 

（１）海外渡航をしない。また、県外外出を極力控える。 

（２）人との接触は避ける。 

・県外の知人、県内感染者や濃厚接触者等 

（３）密集・密接な集会等への参加を控える。 

・昼夜を問わず大勢での飲食会等 

・不特定多数の人が利用する「大型商業施設」や飲食店等でのアルバイト 

２ 実習開始２週間前から 

（１） 毎朝の検温と体調管理を徹底する。 

・｢健康観察記録票（実習用）」(資料 3)の記入と Google classroom での大学への報告 

異常がある場合は、速やかに大学に連絡をするとともに、医療機関への相談や受診を 

行い、その指示に従う。 

（２）不要不急の外出やアルバイト、課外活動等を控える。 

３ 実習期間 

（１） 毎朝の検温と体調管理を徹底する。 

・｢健康観察記録票（実習用）」の記入 

（２）出勤してすぐに「健康観察記録票（実習用）」を実習担当者に提出し、体調の報告

を行う。 

（３）実習中もマスクの常時着用を行う。 

（４）石鹸を使っての手洗いとうがいを励行する。 

（５）不要不急の外出やアルバイトは行わない。 

（６）発熱等の風邪症状やその他体調不良がみられた場合は、必ず実習先と大学の各セン

ターへ連絡をするとともに、医療機関への相談や受診を行い、その指示に従う。 

                                      （資料４） 

 ４ 実習後 2 週間 

 （１）｢健康観察記録票（実習用）」の記入 
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（資料１） 

＜学生のみなさんへ：新型コロナウイルス感染拡大防止の下での対面授業実施・対策について＞  

                                    (本学 HP より抜粋) 

（２）授業における注意事項 

①受講者数に応じて、講義室が時間割に記載の教室から変更する場合があります。Gmail や掲示

をよく確認してください。 

②必ずマスクを着用してください。 

 ※マスクを忘れた時は、学務課・保健センターにご相談願います。 

③教室の中では、密集、密接を避けるため、担当教員の指示に従い、座席の間隔をとり着席し 

てください。 

④教室の換気に努めてください。教室の入口は、常時開放して実施しますので、体温調節でき 

る服装を心がけてください。 

⑤授業前、机等の共用物について、教室備え付けの消毒用スプレーとペーパータオルで拭くよ 

うにしてください。 

⑥私語をしないでください。 

（３）授業外における注意事項 

登校前 

① 毎朝登校前に必ず検温を行ってください。健康観察記録表（添付）を利用して、各自の健康 

状態を確認してください。なお、記録表は状況によっては提出して頂く場合があります。 

発熱等、風邪の症状、体調不良がある場合は、登校しないでください。 

登校する時 

② マスクは、通学時も着用してください。 

人との接触はできるだけ避けましょう。 

公共交通機関等の不特定多数が接するところに触れた場合は、大学に登校したら必ず手洗い 

をしてください。 

学内生活 

③ 手洗いの実施と咳エチケットを徹底してください。 

学内は机、イス、ドアノブ、スイッチ、文房具等共用物が大変多いです。こまめな手洗い 

と、普段から顔や髪の毛を触らないようにしましょう。 

④ 密閉空間、密集場所、密接場面を徹底して避けてください。 

⑤ 教室などで昼食をとる際は、向い合せにならないよう距離をとり座るなど心がけましょう。 

食事の際はマスクを外すので、近距離での会話は避けましょう。また、十分に換気を行って 

ください。 

食後は、使用した机等を備え付けの消毒用スプレーとペーパータオルで拭くようにしてくだ 

さい。 
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⑤  図書館・コンピュータ室・ピアノ棟・学生ホール・食堂等は、各施設の利用方法に従い、利 

用してください。密集、密接を避けるため状況により入室を制限する場合があります。 

⑥ 授業終了後は、学内に留まらず速やかに帰宅し、自宅で事前・事後学修をしてください。 

 

（４）日常の感染予防について ※「自分が感染しない」「他の人に感染させない」ために。 

①こまめに丁寧な手洗い、手指消毒、咳エチケット、人混みを避けるなど感染症予防対策を 

徹底してください。 

②十分な栄養、睡眠を確保し、毎日の体温測定など、適切な健康管理を行ってください。 

③発熱や咳等、体調の悪い場合には登校せずに自宅で療養してください。 

（５）感染が疑われる場合の対応について 

①以下の症状がある場合は、居住地の「新型コロナ受診相談センター（帰国者・接触者相談 

センター）」に連絡し指示を仰ぐと共に、保健センター・学務課に連絡してください。 

相談・受診の目安 

・息苦しさ(呼吸困難)、強いだるさ(倦怠感)、高熱等の強い症状のいずれかがある場合。 

・重症化しやすい方で、発熱や咳などの比較的軽い風邪の症状がある場合。 

・上記以外で発熱や咳など比較的軽い風邪の症状が続く場合。 

(症状が４日以上続く場合は必ず相談する。症状には個人差があるので、強い症状と思う 

場合にはすぐに相談する。解熱剤などを飲み続けなければならない場合も同様とする。) 

※今後の状況により、変更が生じる場合があります。大学から発信される連絡を常に確認して 

ください。 

＜健康観察記録票＞ 
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（資料２） 

＜厚生労働省：「新しい生活様式」実践例＞ 
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（資料３） 

＜健康観察記録票（実習用）の例･･･様式が変更になる場合があります＞ 
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（資料４） 

＜実習期間の新型コロナウイルス感染または感染疑いの学生自身の対応＞ 

 

 

 

 

 


